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企業年金と会計  

今  福  愛  志 （ 日本大学経済学部）  

Ⅰ  「 企 業 年金と 会計」から 「企業 年金の会計 」へ  

 企 業 年 金 と 会 計 の 関 係 が わ が 国 で 初 め て 本 格 的 に 議 論 さ れ た の は 、 1 9 9 8
年 に 公 表 され た 「 退 職 給 付 に係 る 会 計 基 準」（ 以 下 、 退 職 給 付 会計 基 準 と 略

記する）である。わが国の退職給付会計基準のモデルとなった米国において

も、企業年金と会計が真正面から問題となったのは、抜本的な年金会計基準

8 7 号が公表された 1 9 8 5 年であった 1。それと前後して、米国の企業年金 制

度に再編の動きが生じている。それまでの確定給付年金制度から確定拠出制

度へ の 移行 が徐 々 に進 行 し、 ４０ １ （ k） への 道 を開 く契 機 のひ とつ が 、 米
国の年金会計基準にあるといっても間違いではないであろう。  
こうした状況に対して米国の当時の年金界から、会計基準が企業年金制度

そのものを変革する重要な要因となり、それは本末転倒であると、少なから

ず批判がだされた。その基礎には、本来、企業年金制度は母体企業の会計の

あり方によって影響をうけるものではなく、会計とは別個の目的をもつ制度

であり、将来の年金給付に対応する確固たる財政制度を有するという考え方

がある。また、企業年金制度は、従業員の退職後の年金給付という企業の枠

を超えた社会的な責任を有するものであり、それは受給権として米国のエリ

サ法（従業員退職所得保障法）によって保護されている。そうした固有な目

的と仕組みをもつ企業年金制度は、会計－会計基準－によって十分に捉えら

れない、という批判である。同じような状況は、わが国においても認められ

た。  
 上 記 の 状況が、企業年金と会計との関係から企業年金、あるいは会計と位

置づける観点からものであるとすれば、もう一つは「企業年金の会計」とい

う観点から企業年金の会計にとっての意味を捉えるアプローチである。わが

国の退職給付会計基準、米国の年金会計基準、そして国際会計基準もそうし

た ア プ ロ ーチ に た っ て 企 業 年金 を 位 置 づ け てい る 。 そ う し た 場合 、「 企 業 年

金 と 会 計 」と い う ア プ ロ ー チで は 十 分 に 見 えな か っ た 問 題 に 対し て 、「 企 業

年 金 の 会 計」 が ど の よ う な 観点 か ら 問 題 を 明ら か に し た の か が焦 点 と な る。

結論を先にいえば、わが国の退職給付会計基準によって、企業年金制度それ

自 体 の 現 在 の 状 況 と 制 度 改 革 の 一 つ の 方 向 が 明 ら か と な っ た 2。 そ れ は 、 何

かについて明らかにするのが本稿の目的である。この課題に対して本稿では、

会計の基礎知識が必ずしも十分でない者を対象として、退職給付ビッグバン
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の含意することを会計サイドから示したい。  

 
Ⅱ  企 業 年 金の会 計の枠組み  

 企 業 年 金の会計の出発点は、企業年金が他の企業諸制度と異なる性格のも

のであっても、それを企業資本にかかわる問題として包括的に捉える点にあ

る 。 そ の 含意 は ３ つ あ る 。 第１ に 、 企 業 年 金制 度 が ヒ ト の 問 題で あ っ て も、

とりあえずはそれを貨幣タームによる表現の問題として捉える。第２に、企

業年金制度が母体企業とは別個の基金であっても、あるいは厚生年金基金の

代行部分のように国の代行であるとしても、それが母体企業によるリスク負

担という観点からあらためて捉え直される。給付にかかわるリスクを負って

いる限り、それは年金以外の通常の企業取引と同様な観点にたって、母体企

業の会計問題に包摂される。第３に、企業年金をふくむ企業資本の状況と成

果は財務諸表によって投資家に向けて報告されるのであって、企業年金の顛

末は企業年金の加入者のためではない。その意味において、上述した加入者

に 対 す る 年 金 給 付 の 受 給 権 の 保 護 を 企 業 年 金 の 会 計 は 一 義 的 な 問 題 と し て

は捉えてはいないが、会計という眼をとおして間接的に把握している。  

 以 上 の ３つの含意から、企業年金の会計はつぎの具体的な仕組みが導かれ

る。第１は、債務の問題にかかわっている。わが国の退職給付会計基準では、

そ れ を 基 準の 冒 頭 で つ ぎ の よう に 述 べ て い る。「 退 職 給 付 債 務 とは 、 一 定 の

期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に

支給される給付（退職給付）のうち認識時点までに発生していると認められ

るものをいい、割引計算により測定される。」（退職給付会計基準一・１）  

 わ が 国 の退職給付会計基準が、米国基準と異なり、退職金と企業年金を包

括して退職給付として捉えてはいるが、企業年金の会計の出発点が退職給付

債務の測定にあり、年金資産にはない点が当然とは重要である。言い返れば、

企 業 年 金 の 会 計 は ま ず は 勤 務 に よ っ て 発 生 し た 退 職 給 付 債 務 － 既 発 生 債 務

－を捉える。つぎの問題は既発生債務とは何かであるが、周知の３つの債務

概念－すなわち、確定給付債務（ V B O）、累積給付債務（ ABO）、予測給付債

務（ PBO）－のうち、わが国の基準、米国基準、国際会計基準もすべて P BO
を債務概念として捉えている。現在時点の給与ではなく、退職見込時までの

昇給を織り込んだ債務が、なぜ会計上の債務になるのか、はあらためて検討

すべき課題である。  
 わ が 国 の退職給付会計基準ではその根拠を明確にしていないが、国際会計

基準 1 9 号「従業員給付」では「みなし債務」（ c o n s t r u c t i v e  o b l i g a t i o n s）
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という概念で P B O がもとづく基礎概念を明らかにしている 3。「みなし債務

と は 、 ( a )確 立 さ れ て い る 過 去 の 慣 行 、 公 表 済 み の 方 針 ま た は 十 分 か つ 具 体
的な声明によって、企業が他の利害関係者に当該企業が一定の責任を認める

こ と を 明 ら か に し 、 ( b )そ の 結 果 、 当 該 企 業 が そ の 責 任 を 果 た す で あ ろ う こ

との正当な期待を利害関係者にいだかせる場合に、企業の行動から導き出さ

れる債務である。」  
 こ の 債 務概念にたてば、年金債務－わが国の退職給付債務－は法的な債務、

それゆえ受給権のある債務を超える債務を指している。その場合であっても、

退 職 給 付 会 計 基 準 は 将 来 の 昇 給 を も と に 計 算 さ れ た 退 職 給 付 見 込 額 を 予 想

勤 続 年 数 に 等 額 で 割 り 当 て た 額 － こ の 方 法 を 期 間 定 額 基 準 と い う － の 総 額

を退職給付債務としているが、なぜ支給倍率基準でなく期間定額基準が原則

であるのか、債務の測定に関する会計の期間配分思考が前提となっている 4。  
 第 ２ は 、退職給付債務の捉え方である。退職給付会計基準では、それをつ

ぎ の よ う に規 定 し て い る。「 退 職 給 付 債 務 は 、退 職 時 に 見 込 ま れる 退 職 給 付

の総額（退職給付見込額）のうち、期末までに発生していると認められる額

を 一 定 の 割 引 率 及 び 予 想 さ れ る 退 職 時 か ら 現 在 ま で の 期 間 に 基 づ き 割 り 引

いて計算する。」（退職給付会計基準、二・１・（１））  
 こ こ で いう 割 引 計 算 の た めの 割 引 率 と し て、「 安 全 性 の 高 い 長期 の 債 券 の

利回りを基礎として決定されなければならない」として、具体的には長期の

国債、政府機関債およびダブル A の優良社債をあげている。いいかれば、退
職給付債務は名目金額でなく、将来の給付額を現在時点で割り引いた額、す

なわち既発生債務の現在価値を指している。  

 年 金 財 政 が 将 来 の 給 付 に 見 合 う 資 産 を ど の よ う に 将 来 に 向 か っ て 安 定 的

に保有するかとという前提に立っているとすれば、企業年金の会計は債務の

現在価値を出発点にしている。それゆえ、この企業年金の会計の特徴は現在

法 、 他 方 、財 政 計 算 は 将 来 法に 立 っ て い る とい え る で あ ろ う 。し た が っ て、

そ れ に 見 合う 資 産 サ イ ド の 評価 も 当 然 に 時 価で 評 価 さ れ な け れば な ら な い。

このように、企業年金の会計は負債と資産の両サイドがともに現時点の価格、

すなわち時価で評価される仕組みとなっている。  
 現 在 価 値である退職給付債務が年金資産を超過していれば、それは債務超

過であり、企業にとって認識されなければならないコストとして把握される。 

それゆえ、当該期間の期首と期末の退職給付債務の差額が、基本的にはその

期のコスト－退職給付費用－となる 5。  
 本 節 の 冒頭 で 、「 企 業 年 金 制度 が ヒ ト の 問 題で あ っ て も 、 と りあ え ず は そ
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れを貨幣タームによる表現の問題として捉える」と述べたが、以上の説明で

これを言い換えるならば、つぎのようになる。企業年金の会計は、現在まで

の 勤 務 に よ っ て 発 生 し た 債 務 に か か る 将 来 の 給 付 の 現 在 価 値 － 時 価 － で 捉

え、同時に年金資産もまた時価で評価し、その差額が積立不足としてオンバ

ランスされる仕組みから構成されている。  

 

Ⅲ  企 業 年 金制度 への会計の 影響  
 企 業 年 金の会計は、企業年金制度を他の制度と異なる性格をもつものでな

く、将来の給付にかかるキャッシュ・アウトフローの現在価値で算出するこ

とを求めている。それは、２つの点で企業年金の捉え方に再検討をせまって

いる。  

第１に、企業年金も、その他のさまざまな社内福利制度も、ストックオプ

ションも、そして有給休暇もまた、同じ給付として将来のキャッシュ・アウ

ト フ ロ ー と い う 点 で は 同 一 の 性 格 を も っ て い る 6。 確 か に 、 企 業 年 金 、 退 職

一 時 金 の 退 職 給 付 と 他 の 福 利 制 度 と は 異 な る 目 的 で 設 け ら れ て い る と し て

も 、 企 業 年 金 の 会 計 は 、 そ う し た 同 一 の 性 格 を も つ 側 面 を 将 来 の キ ャ ッ シ

ュ・アウトフローという面から貨幣タームで同質化して把握しようと試みる。

そうした会計の捉え方は、給与、退職給付、その他の給付を総括したトータ

ル・コンペンセーションの管理という観点を一層推し進める契機となってい

る。  

 第 ２ に 、退職金や企業年金からなる退職給付は将来の給付とそれに見合う

資産の問題であるのはいうまでもないが、それを絶えず現在時点の価値－現

在価値―で捉えている点である。それは、退職給付制度が企業価値を構成す

る重要な要素の一つとして捉えることを意味している。退職給付債務が年金

資産を大幅に超過していれば、当該積立不足額は企業価値を低める要因とな

るであろう。また、すでに述べたように毎期の退職給付債務の増分はコスト

として、毎期の企業業績に反映される。  
 毎 期 の 年金資産の運用収益のいかんがコストに反映され、結果として退職

給付債務のオンバランスの金額を増加（または減少）させ、企業価値に影響

する。あるいは、市場利回りの変動にともなって、退職給付債務の現在価値

の計算にとって重要な割引率の変更による退職給付債務の変動もまた、企業

価値とコストの額を大きく変動させる 7。  

 こ の よ うに企業年金の会計は、会計基準をとおして退職給付制度が実際に

は時々刻々市場リスクにさらされている実態を明らかにしている。そのこと
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は、退職給付制度が超長期的な期間にわたるものであるのに対して、退職給

付制度を現在時点の価値で、したがって企業価値の観点から見直すことを求

め て い る 。こ の 退 職 給 付 制 度そ の も の の 性 格 と企 業 年 金 の 会 計 の捉 え 方 は、

どのように調整できるであろうか。  

 同 じ 枠 組みに立っている米国の年金会計基準では、 9 0 年代の未曾有とも
い っ て よ い株 価 上 昇 に よ っ て、 企 業 年 金 の 年 金資 産 運 用 が 膨 大 な額 と な り、

それが企業業績に大幅なプラス効果を及ぼし、企業年金をプロフィット ･セ

ン ターとして捉える見方の根拠になっていた。しかし、それもここ数年の株

価の反転により、企業年金もまたプロフィット ･セ ン ターでなくコスト ･セ ン

ターである現実に直面している 8。  

 結 局 、企業年金の会計は、母体企業が退職給付制度に対して追っているリ

スクの実態を明らかにしている。年金資産の運用リスクだけでなく、退職給

付債務それ自体も市場利回りの変動によってうけるリスクを母体企業はす

べて負担できるのか、あるいは負担すべきであるのかどうか、そうした基本

的な課題を労使に提示したのが、わが国の退職給付会計基準であるといって

よい。それらのリスクが、わが国の企業経営者によって統制不可能な要因に

大きく依存するとすれば、リスクを企業から従業員へ移転する制度の変更も

当然に出てくるであろう。その一つが、確定給付年金制度から確定拠出年金

制度への移行であるといえるであろう。年金資産の運用収益をすべて市場に

委ねるのではなく、国債利回りというもっとも確実な利回り（あるいは、そ

れにプラスアルファ）を保証する制度であるキャッシュバランス・プランも、

その一つである。  

 以 上 述 べたように、企業年金の会計は、わが国の退職給付制度の実態を母

体企業のリスク負担にかかわる実態を明らかにして、母体企業の価値と業績

に直接的に反映させる仕組みを採用している。すでに述べたように、これは、

長期的かつ社会保障の性格をもつ退職給付制度と短期的かつ現在の時点で

捉え直した場合の制度の意味とを対照的に示している。退職給付制度のこの

２つの側面が、一見すると矛盾した形で表れているのが現代である。本稿の

冒頭で述べた「退職給付会計基準が退職給付制度を変革する契機となり、そ

れは本末転倒である」という批判についても、再考を要するであろう。すな

わち、企業年金の会計は退職給付制度のもう一つの側面を明らかにしている

のであり、それはこれまでの退職給付制度の捉え方で抜け落ちた側面に焦点

をあてている。これが、退職給付制度の現代的な問題点でもあった。  
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Ⅳ  展 開  

 い ま わ が国の退職給付制度に起きている問題は、わが国だけの問題でなく、

米国でも同じように直面している。なかでも、ドイツ企業の企業年金問題は、 
「 企 業 年 金と 会 計 」 に 直 接 的に 関 わ っ て 生 じて い る 。 こ こ で いう 会 計 と は、

国際会計基準第 1 9 号「従業員給付」の受け入れにかかわる問題である 9。こ

れまでドイツ企業、とくに大企業の年金制度でもっとも重要な制度である直

接 年 金約 定 （ d i r e k t z u s a g e n） と い わ れ る 内部 留 保 方 式 （ 積 み立 て で な く 、

わが国の従来の退職給与引当金方式）が、国際会計基準の導入によって再考

を迫られている 1 0。  
 直 接 年 金 約 定 は 、 年 金 資 産 を 外 部に 拠 出 す る の で はな く 、 当 該 金 額 を企 業

の内部留保として企業資本として利用する制度である。この制度は、ドイツ

の 1 9 4 5 年以来の順調な経済成長をもとに企業資本として活用し、それが給
付を保証する前提となってきた。そうした前提が、ドイツ企業のグローバル

化とともに大きく変化してきている。そうした変化をさらに明確にしたのが、

ドイツ企業による国際会計基準の導入である。この導入により、直接年金約

定によって企業資本として活用される年金相当額の運用のいかんが、企業業

績に反映されなければならない。その結果によっては、企業価値に大きな影

響を及ぼし、グローバル・ファイナンスを目指す企業にとっても無視できな

い問題となるであろう。ここでも同様に、国際会計基準によって企業年金が

企業のコストと価値と直接的に関連していることが明確となり、それが企業

年金制度改革の契機のひとつとなっている。  
 こ の よ うに 、 企 業 年 金 と 会計 は 相 互 に 領 域を 異 に す る 制 度 とい う よ り も、

企業年金制度の２つの性格のうち、一面を会計がもっとも鮮明にしている意

味で、「企業年金の会計」問題として捉えなければならないであろう。  
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